
宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金交付要綱 
 

（趣旨） 
第１条 県は、近年、自然災害や新型コロナウイルス感染症など、中小企業等に甚大な被害を及
ぼす災害等が相次いでいることから、災害発生時等における中小企業等の事業継続力の強化及
び地域住民との連携推進を図るため、中小企業等が行う BCP・事業継続力強化計画を実践する
ための設備等の導入に要する経費の一部として、予算の範囲内において宮城県中小企業等
BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金（以下、「補助金」という。）を交付するものと
し、その交付等に関しては補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下、「規則」
という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 
（定義） 

第２条 この要綱において「中小企業等」とは、中小企業支援法第２条第１項（昭和３８年法律
第１４７号）で規定される中小企業者をいう。 

２ この要綱において「申請者」とは、第３条に掲げる要件を全て満たし、交付申請を行う者の
ことをいう。 

３ この要綱において「補助事業者」とは、第７条第１項に基づく交付決定の通知を受けた中小
企業等をいう。 

 
（補助対象者） 

第３条 この要綱において、補助金の対象となる者とは、中小企業等のうち、次の各号に掲げる
要件を全て満たす者のことをいう。 

 (1) 宮城県内（以下「県内」という。）に本店又は支店を有する法人又は県内に住所を有し、
県内で主たる事業を営む個人であること。 

(2) 中小企業等経営強化法に基づく「事業継続力強化計画」又は「連携事業継続力強化計画」
（以下「事業継続力強化計画等」という。）の認定を受けた者であること。 

 (3) 「地域協力計画」（災害時、地域との連携を図る計画）を有していること。 
 (4) 災害発生時に備え、社内研修又は対応訓練等を行う等、BCP・事業継続力強化計画を実践

しようとする者であること。 
  (5) 設立又は開業してから３年が経過していること。 
(6) 申請者又はその法人の役員が、暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規

定する暴力団又は暴力団員等でないこと。暴力団又は暴力団員等との関係を有しないこと。
また、暴力団又は暴力団員等から出資等資金提供を受けていないこと。 

(7) 県税に未納がないこと。 
 
（交付対象経費及び補助率等） 

第４条 補助金の交付対象となる経費は、県内の事業所等の「事業継続力強化計画等」の実践に
必要な別表１に掲げる対象経費のうち、補助事業者が第７条第１項に基づく交付決定の後に執
行した経費とし、補助率は２分の１以内とする。 

２ 知事は、別表１に定める設備枠の交付対象となる経費については、交付決定の前に執行した
ものであっても、次に掲げる要件を全て満たす場合には補助対象とすることができる。 

 (1) 書類等により、本要綱による補助対象経費として適切かつ必要なものと確認できる経費
であること。 

 (2) 交付決定の前に執行した理由について、合理性が認められること。 
 
（交付の申請） 

第５条 規則第３条第１項の規定による補助金交付申請書の様式は、別記様式第１号によるもの
とする。 

２ 前項の補助金交付申請書を提出しようとする者は、当該補助金に係る消費税及び地方消費税
仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法
（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額
と地方税法（昭和２５年法律第２２６号）の規定による地方消費税額との合計額に補助率を乗
じて得た金額をいう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）がある場合は、これを減額し
て申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額
が明らかでない場合にあっては、この限りでない。 

 
（必要書類） 

第６条 規則第３条第２項の規定により補助金交付申請書に添付しなければならない書類は、次
のとおりとする。 



(1) 補助事業計画書（別記様式第１号－別紙１） 
(2) 事業費所要額調書（別記様式第１号－別紙２） 
(3) 暴力団排除に関する誓約書、役員等名簿（別記様式第１号―別紙３） 
(4) 「事業継続力強化計画等」（国へ申請中の場合は、申請している計画） 
(5) 「事業継続力強化計画等」の認定書の写し（申請中の場合は、認定申請書の写し） 
(6) 法人にあっては申請日の前３か月以内に取得した登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、

個人にあっては開業届、申請日の前３か月以内に取得した住民票 
(7) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書（税目：全ての県税）） 
(8) 直近 1期分の確定申告書 
(9) その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものにつ
いては、その添付を省略させることがある。 

 
（交付の決定） 

第７条 知事は、第５条第１項の規定による申請書の提出があった場合には、当該申請書の内容
を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行い、交付決定通知書を申請
者に送付するものとする。 

２ 知事は、審査にあたり、第６条第１項第３号に規定する暴力団又は暴力団員等に関する事項
について、県警本部長あて照会することができる。 

３ 知事は、規則第５条の規定により、第１項の通知に際して必要な条件を付すことができる。 
 
（状況報告） 

第８条 知事は、必要があると認める場合は、補助事業者に対して進捗状況等の報告を求め、若
しくは事業の執行に関して必要な指示をし、又は関係職員による帳簿その他の関係書類の検査、
若しくは関係者への質問をすることができる。 

 
（申請の取下げ） 

第９条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服がある等
の理由により、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受けた日から 
１０日以内に、別記様式第２号による交付申請取下届出書を知事に提出しなければならない。 

 
（補助事業の経理等） 

第１０条 補助事業者は、補助事業の経費については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経
理と明確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の帳簿及び証拠書類を補助事業の完了（廃止の承認を受けた場合を含
む。）の日の属する年度の終了後５年間、知事の要求があったときは、いつでも閲覧に供せる
よう保存しておかなければならない。 

 
（計画変更等の承認） 

第１１条 補助事業者は、補助事業の経費の配分若しくは内容を変更しようとする場合、又は補
助事業を中止、廃止しようとする場合には、あらかじめ計画変更（又は中止・廃止）承認申請
書（別記様式第３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

  ただし、知事が特別に認める場合又は次の各号に掲げる軽微な変更にあっては、この限りで
はない。 
(1) 補助金交付決定額の１０％以内の経費を減額する変更の場合 
(2) 補助事業に要する経費の経費区分相互間の２０％以内の変更の場合 
(3) 事業目的に変更をもたらさない事業計画の細部の変更の場合 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ交付決定の内容を変更し、又は条件を
附することができる。 

 
（遅延報告書） 

第１２条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合
又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに別記様式第４号による遅延等報
告書を知事に対して提出し、その指示を受けなければならない。 

 
（実績報告） 

第１３条 規則第１２条第１項の規定による補助事業実績報告書の様式は、別記様式第５号によ
るものとし、その提出期限は事業完了（補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。）後３０
日以内又は知事が別に定める日までとする。 



（報告添付書類） 
第１４条 規則第１２条第１項の規定により補助事業実績報告書に添付しなければならない書類
は、次のとおりとする。 
(1) 補助事業実績書（別記様式第５号－別紙１） 
(2) 事業費支出明細書（別記様式第５号－別紙２） 
(3) 補助事業用帳簿（別記様式第５号－別紙３） 
(4) 契約書、納品書及び領収書（支払完了を証する書類）等の写し 
(5) 成果内容の概要が分かる資料及び写真、導入した設備等の概要等が分かる資料等 
(6) その他知事が必要と認める書類 

２ 前項の規定にかかわらず、知事は、同項に規定する書類のうち必要がないと認めるものにつ
いては、その添付を省略させることがある。 

 
（補助金の額の確定等） 

第１５条 知事は、第１３条の報告を受けた場合には、報告書等の書類の審査及び必要に応じて
現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１１
条第１項に基づく承認をした場合は、その承認された内容）及びこれに付した条件に適合する
と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知する。 

 
（補助金の交付方法） 

第１６条 補助金は、規則第１２条に規定する補助金の額の確定後に交付するものとする。 
 
（消費税等仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第１７条 補助事業者は、補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る
消費税等仕入控除税額が確定した場合には、別記様式第６号により速やかに知事に報告すると
ともに、知事の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。 

 
（交付決定の取消し等） 

第１８条 知事は、第１１条第１項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次の
各号の一に該当する場合には、第７条第１項の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又
は変更することができる。 
(1) 補助事業者が、法令、本要綱又は法令若しくは本要綱に基づく知事の処分又は指示に違

反した場合 
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合 
(3) 補助事業者が、補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をした場合 
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がな

くなった場合 
(5) 補助事業者が、暴力団排除に関する誓約した場合に反し、申請書類の記載事項が真正で

ないことが判明した場合 
(6) 補助事業者が、第１３条の規定による補助事業実績報告書の提出を怠った場合 

２ 知事は、第１項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が
交付されているときは、期限を定めて当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。 

３ 知事は、前項の返還を命ずる場合には、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日まで
の期間に応じて、年利１０．９５％の割合で計算した加算金の納付を併せて命ずることができ
るものとする。 

 
（財産の管理等） 

第１９条 補助事業者は、補助事業が完了した後も補助事業により取得し、又は効用の増加した
機械等（以下「財産」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金
交付の目的に従って効果的に運用しなければならない。 

２ 補助事業者は、取得財産等について、別記様式第７号による取得財産等管理台帳を備え管理
しなければならない。 

３ 補助事業者は、補助事業の実施期間内に取得財産等があるときは、第１３条に定める実績報
告書に別記様式第７号による取得財産等管理台帳の写しを添付しなければならない。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる
ときは、その収入の全部若しくは一部を県に納付させることがある。 

 
 
 
 



（財産の処分の制限） 
第２０条 取得財産等のうち、規則第１９条の規定に基づき知事が定める処分を制限する財産は、
取得価格又は効用の増加価格が５０万円（消費税及び地方消費税相当額を含まない。）以上の
施設、機械、器具、備品及びその他の財産とする。 

２ 規則第１９条ただし書きに定める財産の処分を制限する期間は、補助金交付の目的及び減価
償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）を勘案して、知事が別に
定める期間とする。 

３ 補助事業者は、前項の規定により定められた期間内において、処分を制限された取得財産等
を処分しようとするときは、あらかじめ別記様式第８号による申請書を知事に提出して、その
承認を受けなければならない。 

４ 前条第４項の規定は、前項の承認をする場合において準用する。 
 
（情報管理及び秘密保持） 

第２１条 補助事業者は、補助事業の遂行に際し知り得た第三者の情報については、当該情報を
提供する者の指示に従い、又は特段の指示がないときは情報の性質に応じて、法令を遵守し適
正な管理をするものとし、補助事業の目的又は提供された目的以外に利用してはならない。 
なお、情報のうち第三者の秘密情報（事業者関係者の個人情報を含むがこれらに限定されな

い）については、機密保持のために必要な措置を講ずるものとし、正当な理由なしに開示、公
表、漏えいしてはならない。 

２ 本条の規定は補助事業の完了後（廃止の承認を受けた場合も含む）も有効とする。 
 
（立入検査等） 

第２２条 知事は、予算の執行の適正を期するため、補助事業者に対して、必要な報告を求め、
又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、
若しくは関係者に質問させることができる。 

 
（その他必要な事項） 

第２３条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他の必要な事項は、知事が
別に定める。 

 
 
附 則 
この要綱は、令和６年５月２９日から施行する。 

 
 附 則 
１ この要綱は、令和７年５月  日から施行する。 
２ この要綱は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当  
該補助金にも適用するものとする。 

 
 



別表１（第３条関係）  

区分 補助対象経費 補助限度額 補助率 

備蓄品・ 

少額設備枠 

「事業継続力強化計画」（または「連携

事業継続力強化計画」）及び「地域協力計

画」の実践に必要な備蓄品・設備等。 

なお、設備については、補助対象事業

経費が 200万円未満のものは備蓄品・少

額設備枠、200万円以上のものは設備枠と

して扱う。 

 

上限：500千円 

下限：250千円 

１／２ 

以内 

設備枠 
上限：5,000千円 

下限：1,000千円 

※ただし、収益を目的とした施設、設備、備品、物品等の購入、整備等に要する経費及び知事が

別に定める補助対象経費を除く。 

 

 

 



別記様式第１号（第５条関係） 

 

  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金交付申請書 

 

                                年  月  日 

 

 宮城県知事           殿 

 

              （申請者） 

住     所 

名    称 

代表者職氏名                  

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ          

                                  Ｅ－mail 

 

      年度において、下記のとおり事業を実施したいので、補助金等交付規則第３条の

規定により、  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金 

金     円を交付されるよう関係書類を添えて申請します。 

 

記 

１ 購入または導入する予定の物品・製品等 

 

 

２ 補助事業に要する経費及び補助金交付申請額 

    補 助 金 交 付 申 請 額                     金            円 

 

３ 関係書類 
 (1) 補助事業計画書（別記様式第１号－別紙１） 

(2) 事業費所要額調書（別記様式第１号－別紙２） 

(3) 暴力団排除に関する誓約書、役員等名簿（別記様式第１号―別紙３） 

(4) 中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画又は連携事業継続力強化計画（国へ
申請中の場合は、申請している計画） 

(5) 中小企業等経営強化法に基づく事業継続力強化計画認定書又は連携事業継続力強化計画
認定書の写し（国へ申請中の場合は、事業継続力強化計画に係る認定申請書の写し） 

(6) 法人にあっては申請日の前３ヶ月以内に取得した登記事項証明書（履歴事項全部証明書）、
個人にあっては開業届、申請日の前３ヶ月以内に取得した住民票 

(7) 県税に未納がないことを証する書類（納税証明書（税目：全ての県税）） 

(8) 直近 1期分の確定申告書 

(9) その他知事が必要と認める書類 

 

 

（注）本様式は、日本産業規格 A4判とすること。 

 



別記様式第２号（第９条関係） 

 

  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援補助金に係る 

補助事業の交付申請取下届出書 

 

                                                                    

                                                                   年   月   日 

 

宮城県知事                  殿 

 

                                               （申請者） 

住     所 

名    称 

代表者職氏名                  

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ          

                                  Ｅ－mail 

 

 

      年  月  日付け宮城県（  ）指令第  号で交付決定の通知のありました  年度宮城県

中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金の交付の申請は、下記の理由により取り

下げたいので、宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援補助金交付要綱第９条の規定

により届け出ます。 

 

記 

  交付申請取下げ理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本様式は、日本産業規格 A4判とすること。 



別記様式第３号（第１１条関係） 

 

年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金に係る 

補助事業の計画（変更・中止・廃止）承認申請書 

 

                                                                   

                                                                  年   月   日 

 

宮城県知事                  殿 

 

                                               （申請者） 

住     所 

名    称 

代表者職氏名                  

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ          

                                  Ｅ－mail 

 

 

      年  月  日付け宮城県（  ）指令第  号で  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力

強化計画実践支援事業補助金の交付決定の通知のありました宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強

化計画実践支援事業について、下記のとおり計画を｛変更・中止・廃止｝したいので、宮城県中

小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金交付要綱第１１条第１項の規定により承認

されるよう申請します。 

 

記 

１ ｛変更・中止・廃止｝の理由 

 

 

 

 

２ ｛変更・中止・廃止｝の内容 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１  中止又は廃止の場合、「１」にはその期間及び時期を記載のこと。 

   ２ 配分額等の経費に変更のある場合は、変更内容に合わせ、別記様式第１号－別紙１及

び別紙２を添付すること。 

      ３  本様式は、日本産業規格 A4判とすること。 



別記様式第４号（第１２条関係） 

 

  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金遅延等報告書 

 

                              年  月  日 

 

 宮城県知事           殿 

 

              （申請者） 

                               住     所 

名    称 

代表者職氏名                  

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ                    

                                  Ｅ－mail 

 

      年  月  日付け宮城県（  ）指令第   号で  年度宮城県中小企業等 BCP・

事業継続力強化計画実践支援事業補助金の交付決定の通知のありました補助事業について、下記

のとおり報告します。 

 

記 

１ 購入または導入する予定の物品・製品名 

 

２ 補助事業の進捗状況 

 

３ 補助事業に要した経費 

 

４ 遅延等の内容及び原因 

 

５ 遅延等に対する措置 

 

６  補助事業の完了見込み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本様式は、日本産業規格 A4判とすること。 

  



別記様式第５号（第１３条関係） 

 

  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金実績報告書 

 

  年  月  日 

 

 宮城県知事           殿 

  

              （申請者） 

                               住     所 

名    称 

代表者職氏名                  

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ                        

                                  Ｅ－mail 

 

      年  月  日付け宮城県（  ）指令第   号で  年度宮城県中小企業等 BCP・

事業継続力強化計画実践支援事業補助金の交付決定の通知のありました補助事業について、下記

のとおり実施したので、関係書類を添えて報告します。 

 

記 

１  購入または導入する予定の物品・製品名 

 

 

２ 関係書類 

 (1) 補助事業実績書（別記様式第５号－別紙１） 

(2) 事業費支出明細書（別記様式第５号－別紙２） 

(3) 補助事業用帳簿（別記様式第５号－別紙３） 

(4) 契約書、納品書及び領収書（支払完了を証する書類）等の写し 

(5) 成果内容の概要がわかる資料（写真、導入した設備等の概要等が分かる資料等） 

(6) その他知事が必要と認める書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本様式は、日本産業規格 A4判とすること



別記様式第６号（第１７条関係） 

 

 年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金 

消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書 

 

 

                                 年  月  日 

 宮城県知事           殿 

 

              （申請者） 

                               住     所 

名    称 

代表者職氏名                    

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ                      

                                  Ｅ－mail 

 

 

    年  月  日付け宮城県（  ）指令第  号で  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実

践支援事業補助金の交付決定の通知のありました  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計

画実践支援事業について、  年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金

交付要綱第１７条の規定により、下記のとおり報告します。 

 

記 

１  補助金額（知事が確定通知書により通知した額）  金      円 

２ 補助金の確定時における消費税及び地方消費税 

仕入控除税額                    金      円 

３  消費税額及び地方消費税額の確定に伴う補助金 

消費税及び地方消費税仕入控除税額                       金      円 

４  補助金返還相当額（「記３」－「記２」）      金      円 

 

 

 

 

 

 

（注）１ 別紙として積算の内訳を添付すること。 

なお、個別対応方式、一括比例配分方式など算定方式がわかるものとすること。 

    ２ 課税事業者の場合であっても、単純に補助金の８パーセント又は１０パーセント相当が 

消費税及び地方消費税仕入控除税額による減額等の対象額ではない。 

３ 本様式は、日本産業規格 A4 判とすること。 



別記様式第７号（第１９条関係） 

 

年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金 

取得財産等管理台帳 

 

区分 財産名 規格 数量 単価 金額 取得年月日
処分制限
期間

保管場所 補助率 備考

円 円

 

（注）１ 対象となる取得財産等は、本交付要綱第２０条第１項に定める財産とする。 

   ２ 財産名の区分は、（ア）備品、機械及び装置、（イ）その他の物件とする。 

   ３ 数量は、同一規格等であれば一括して記載して差し支えない。単価が異なる場合は分割し

て記載すること。 

   ４ 取得年月日は、検収年月日を記載すること。 

   ５ 処分制限期間は、本交付要綱第２１条第２項に定める期間を記載すること。ただし、同条

第１項に定める処分を制限する財産に該当しない取得財産についてはこの限りではない。 

 



別記様式第８号（第２１条関係） 

 

    年度宮城県中小企業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金財産処分

承認申請書 

 

                                年  月  日 

 

 宮城県知事           殿 

 

              （申請者） 

住     所 

名    称 

代表者職氏名                  

 

                担当者職氏名 

                                  ＴＥＬ                      

                                  Ｅ－mail 

 

      年  月  日付け宮城県（  ）指令第   号で  年度宮城県中小企

業等 BCP・事業継続力強化計画実践支援事業補助金に係る補助事業により取得した財産を、

下記のとおり処分したいので、承認されるよう申請します。 

 

記 

１  取得財産の名称及び取得年月日 

 

 

２  取得価格及び時価 

 

 

３  処分の方法（売却の場合は、売却先及び売却価格を記載すること。） 

 

 

４  処分の理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）本様式は、日本産業規格 A4判とすること 


